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開議 午前１０時００分   

 

○委員長（澤田公勇君） 皆さん、おはようございます。 

 ただいまの出席委員は１４名で、定足数に達しております。 

 したがいまして、決算審査特別委員会は成立いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の審査日程及び本委員会における説明員は、お手元に配付のとおりです。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の傍聴を許可したいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 御異議なしと認めます。 

 したがいまして、傍聴を許可することに決定いたしました。 

 ただいまから決算審査に入りますが、質問に入る前にお願いいたします。 

 本日は、一般会計歳入歳出決算書の歳出、８款土木費まで終わりたいと思いますの

で、御協力のほどお願いいたします。 

 なお、御質問される委員にお願いいたします。 

 御質問の際は、ページ数、科目をお示しの上、御質問くださるようお願いいたしま

す。 

 初めに、令和２年度七戸町一般会計歳入歳出決算書の審査に入ります。 

 質疑は、歳入歳出決算事項別明細書により行います。 

 歳入から行います。 

 ５４ページ、１款１項１目個人から、６７ページ、１３款２項４目商工手数料まで、

発言を許します。 

 発言ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、６６ページ、１４款１項１目民生費負担金から、７３

ページ、１４款３項２目民生費委託金まで、発言を許します。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、７２ページ、１５款１項１目民生費負担金から、７９

ページ、１５款３項３目農林水産業費委託金まで、発言を許します。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） なしと認めます。 

 次に、７８ページ、１６款１項１目財産貸付収入から、８５ページ、１９款１項１目
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繰越金まで、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、８４ページ、２０款１項１目延滞金から、９３ペー

ジ、２２款１項１目法人事業税交付金まで、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、歳出に入ります。 

 ９６ページ、１款１項１目議会費から、１０９ページ、２款１項６目企画費まで、発

言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、１０８ページ、２款１項７目七戸支所費から、１２１

ページ、２款１項１８目新型コロナウイルス感染症対策費まで、発言を許します。 

 １０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君） １１３ページ、２款１項１１目税番号・社会保障制度情報連

絡対応業務委託料６２５万９,０００円の決算なのですが、予算は３７８万円なのです。

どうして予算より増えたのか。 

○委員長（澤田公勇君） 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時０６分 

再開 午前１０時０７分 

○委員長（澤田公勇君） 休憩を取り消し、会議を開きます。 

 １０番委員の質問にお答えします。 

 企画調整課長。 

○企画調整課長（金見勝弘君） お答えいたします。 

 業者に業務委託しているのですが、マイナンバー関係の業務が増えたことにより増額

です。 

○委員長（澤田公勇君） １０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君） マイナンバーカードの関係でということなのですが、マイナ

ンバーカードというのは、今年は全国的にも増えている感じなのですが、どれぐらい増

えたか分かりますか。 

○委員長（澤田公勇君） 町民課長。 

○町民課長（原子保幸君） お答えいたします。 

 今日現在で取得者４,９９０人、全体の３３.３％という状況になってございます。 

○委員長（澤田公勇君） ほかにありますか。 

 ２番委員。 

○委員（山本泰二君） １０９ページ、２款１項６目の一番上の七戸十和田奥入瀬シャ

トルバス運行事業、以前も同じような質問をしたかもしれませんが、このシャトルバス

を運行することにこれだけのお金をかけています。これに関しての効果、あるいは今後
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これをまた継続していくのかということについてお聞きします。 

○委員長（澤田公勇君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（金見勝弘君） お答えいたします。 

 今年度も県補助を頂きながら、十和田市と連携して事業をしておりますが、昨年度、

今年度に関しては、コロナの影響を受けて、かなり利用者数も減少しております。それ

を踏まえつつ、事業としては長期間やっている事業でございまして、折半で両市町とも

３００万円以上の歳出をしております。それに伴って、利用者も年々減少して、利用者

を増やす対策も行っていますが、思ったより伸び悩んでいる現状でございます。ただ、

この２年間は、さらにやり方を変えて、利用者を伸ばす取組をしているのですが、先ほ

ど申し上げましたとおり、コロナの影響で実証結果の確かな検証を行う状況にないの

で、十和田市との協議になるのですが、できればもう１年県補助を継続して、コロナの

収束後にもう一度やりたいという思いはありますが、まだ決定には至っておりません。

今後、協議を進めてまいります。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） 皆さんにお願いがあります。今、ページ数が若干戻りました

けれども、もしそういうものがまた出てくるとすれば、総体的な最後の質問のほうに回

しても構いませんので、できればページ数の後戻りは避けてもらいたいというふうに思

いますので、お願いいたします。 

 １０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君） １１７ページ、２款１項１５目１８節、七戸移住サポーター

の会活動補助金４０万円、これは予算は７６万円になっているのです。どうして減った

のかということと。令和３年度の予算は６万円です。そうすると、移住サポーターの会

の活動というのはどういうふうに考えているのか、お願いします。 

○委員長（澤田公勇君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（金見勝弘君） お答えいたします。 

 予算が大幅に減額した要因は、やはりコロナの影響を受けまして、事業を思うように

できなかったということが要因となります。 

 また、今年度予算を大幅に減らしているのは、サポーター会そのものが自立した活動

に令和３年度から切り替わっておりますので、その分、昨年と比較して予算計上は少な

くなっております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） そのほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） ないようですので、次に入ります。 

 次に、１２０ページ、２款２項１目賦課徴収費から、１３１ページ、２款６項１目監

査委員費まで、発言を許します。 
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 ７番委員。 

○委員（哘 清悦君） １２３ページ、２款２項１目１節報酬のところの会計年度任用

職報酬に関して伺います。会計年度とあるので、１年単位の契約なのかと思っていまし

たけれども、二ツ森貝塚の記念館の会計年度の募集が、今年２月から３月の２か月間だ

けの会計年度任用職員の募集が広報であったかと思うのですけれども、これについて

は、そういった１か月単位でも契約可能なのか伺います。 

○委員長（澤田公勇君） 総務課長。 

○総務課長（田嶋邦貴君） お答えいたします。 

 会計年度任用職員の制度のことでよろしいですよね。今、フルタイムからパートタイ

ムまで様々あるので、今言うような期間限定のものも可能ですし、そういう形の中の制

度でございます。 

○委員長（澤田公勇君） ７番委員。 

○委員（哘 清悦君） これは、今までも私が質問してきた中で、随意契約の部分にも

関係してくるのですけれども、人件費が主な業務内容のときに、業務委託契約だと消費

税をつけて支払うということになると思うのですけれども、人件費が主な業務であれ

ば、学校用務員とかもこの会計年度任用職のほうで採用するほうが消費税を支払わなく

てもいいのではないかという気がしていましたので、それについては、また学務課の項

目で質問したいと思います。 

 １２５ページ、２款３項１目１２節委託料に関してですけれども、様々な業務委託契

約があるわけですけれども、条例に定めている金額を超える場合は、２者以上から見積

もりを取るとか、様々あると思うのですけれども、これらはどういう方式で契約する業

者を選定したのか伺います。 

○委員長（澤田公勇君） 町民課長。 

○町民課長（原子保幸君） お答えいたします。 

 こちらの業務契約につきましては、戸籍の国で回しているシステムを入れ替え、また

は保守契約等々でございまして、国で定めている業者、１者ございまして、そちらとの

随意契約という形で、うちばかりでなくて、青森県全体が取り組んでございますので、

国の方針に準じて実施してございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） そのほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、１３０ページ、３款１項１目社会福祉総務費から、１

３９ページ、３款１項９目後期高齢者医療対策費まで、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、１４０ページ、３款２項１目児童福祉総務費から、１

４３ページ、３款２項７目児童センター管理費まで、発言を許します。 
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 １０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君） １４１ページ、３款２項１目７節報償費なのですか、予算は

３万７,０００円ほど、講師謝礼ということで取っていたのですが、今年度は外国語指導

の活動というのはなかったのですか。ここの報償費がゼロになった訳を教えてくださ

い。 

○委員長（澤田公勇君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（井上 健君） お答えします。 

 こちらのほうもコロナの関係で、講師の方を呼ぶことができませんでした。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） そのほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、１４２ページ、４款１項１目保健衛生総務費から、１

５１ページ、５款１項１目労働諸費まで、発言を許します。 

 １０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君） １４８、１４９ページ、４款１項５目１２節委託料なのです

が、健康診査等委託料、予算は５,５００万円ほど取っているのが、３,０００万円ほど

減になっているのですが、これはかなり大きい減で、これはどういうことでしょうか。 

○委員長（澤田公勇君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（井上 健君） お答えします。 

 こちらのほうもコロナのほうで、７月ぐらいまで外出控えとか病院控え、それに伴い

まして健診控えというのもありました。うちのほうでも密にならないように対策をした

りして、人数が減ったことによるものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） そのほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、１５０ページ、６款１項１目農業委員会費から、１５

５ページ、６款１項５目農地売買等事業費まで、発言を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、１５４ページ、６款１項１目農業総務費から、１６１

ページ、６款１項１１目畜産業費まで、発言を許します。 

 １番委員。 

○委員（中野正章君） １５５ページの一番下です。バラ改植促進事業費補助金１１０

万円ほどあります。私、当初、農業センターとローズカントリーは別かと思っていたの

ですけれども、結局、農業センターに２,３５０万円の委託料をやっていて、さらにバラ

改植の１１０万円もあると。このバラ改植、去年は去年で２９０万円ほど決算していま

す。施設だと壊れたら直さなければいけないというのは分かるのですけれども、バラ改
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植は毎年こんなに必要なものかどうかお聞きします。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） お答えいたします。 

 令和２年度につきましては、バラの栽培棟数４棟で実際やっておりました。例年４棟

でやっておりますけれども、バラの母木といいますか、もともとのあれが大体８年から

１０年前後で彩華本数が取れなくなるということで、そのときに改植が必要になります

けれども、栽培している４棟そのものを１回に替えるということになると、その年だけ

かかる費用が莫大になるということから、ブロックローテーションといいますか、ハウ

スの４分の１とか２分の１ずつ毎年更新しながら、彩華本数が均等に取れるように大体

計画をしながら更新をしているものでございますので、毎年というふうになってしまい

ます。 

 また、昨年が前年より額が減ったということでございますけれども、昨年の１２月に

新しくバラの棟数４棟から、もっと絞り込みをかけて、２棟については一般の農業者の

方に貸し出していきますという方向性が示されましたので、棟数が減ったことにより、

改植はいつもよりは少ない金額で抑えたものでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） １番委員。 

○委員（中野正章君） 今のを聞いて、私は当初、ローズカントリーの庭のほうの外の

部分のバラかなと思っていたのです。ハウスの中ということで、ますます農業センター

の指定管理の２,３５０万円以外のセンターに関わる出費だという気がしており、そこま

でお金をかけなければいけないのかという気がますますしております。これについて

は、また後で調べて質問したいと思います。 

 もう一つ、１５７ページ、真ん中辺にあります農業振興費の農業次世代人材投資事業

費補助金３００万円、新規就農に関わるお金だと思いますが、去年は７３０万円決算し

ておりますが、減ったということの人数的な推移をお願いします。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） お答えいたします。 

 農業次世代人材投資補助金の人数でございますが、令和２年度は１５０万円の満額が

２人で、２名の決算となっております。令和元年度は６名の補助金でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） １番委員。 

○委員（中野正章君） だんだん減ってきたということだと思いますが、新しくなる人

がもう頭打ちになったという状況と見ていいのでしょうか。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） 委員おっしゃるとおりでございますが、毎年新規就農の

相談というのが大体年を通して２件から３件ぐらい相談に来ておりますが、この補助事
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業の中身が年々厳しくなっている状況でございますので、単に農業に従事してやってい

くというだけでは対象にならない部分もございますので、対象となる人数が年々少なく

なってきているのが実情でございます。 

 また、新規就農を増やすという目的もありまして、協力隊も募集しながらやっており

ますが、年間新たに手挙げしてくださる方が１名とか全くないという状況でございます

ので、なかなか増えないような状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） １２番委員。 

○委員（三上正二君） １５５ページのバラの改植のところですけれども、１番委員と

もダブるのですけれども、この指定管理料の分はそれに出していますよね。ローズカン

トリーそのものを運営するに当たって、人件費とかと。収入を得るためには改植も必要

だし手入れも必要である。どこからどこまで入って、指定管理料なのですか、その線引

きはどこなのですか。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） お答えいたします。 

 町の指定管理で見ている部分は、当然公園の管理一体、あと、建物等の管理、それか

らハウスのバラの栽培までを指定管理として見ております。 

○委員長（澤田公勇君） １２番委員。 

○委員（三上正二君） バラの栽培ということは、改植するとかは入っているというこ

とだな。要するに今の説明だと。では、先般もらった第三セクター報告書を見ながら話

しているけれども、要するに金になるものが、幾ら改植してもそれは役場持ちというこ

とになりますよね。そうすればローズカントリーそのものが、苗代や改植代がかかって

も、どんどん進めていったほうが、ローズカントリーそのものの収入として上がるとい

う理屈に、考えていいのですね。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） 改植したことにより利益が上がるか上がらないかという

のはさておき、バラが販売できる立派なバラになってくれば利益が上がるようになって

きます。 

○委員長（澤田公勇君） そのほかございますか。 

 １０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君） １５７ページ、６款１項７目農業振興費の１８節、補助及び

交付金、野菜生産力向上対策事業費補助金９１５万円決算になっているのですが、予算

が１,５００万円なのです。野菜生産力というのは町の農業にも大変重要な一つの柱にな

るところなのですが、どうしてこのように減ったのか。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） お答えいたします。 
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 野菜生産力向上対策事業費補助金の内訳は、主に農協等が行っている野菜を生産する

ために必要な種子であるとか資材であるとか、その他、良品質なものをつくるために必

要な、投資するものに対して補助しているものと、農家の方が直接的に野菜生産に向け

て向上を図るために機械等を導入するものに対して補助しているものと、二本立てでご

ざいましたが、農協が実施している事業については、おおむね計画どおりでございまし

たが、農家に対する補助のほうの機械等に対しては、この事業自体が５か年計画で実施

しておりますので、５年目を迎えて、計画よりも若干手挙げする事業者が少なかったと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） ほかに。 

 ７番委員。 

○委員（哘 清悦君） 同じところです。１５７ページ、６款１項７目１８節、せっか

く農業関係の議論になっているので伺いたいと思います。 

 今、青森県で、ここ五、六年、新規就農者が３００人ぐらいで推移しているそうで

す。その中でも今増えてきているのが、雇用就農ということで、農業法人に就職して農

業をやるという人が、そのうちの３分の１の１００人ぐらいで推移しているそうです。 

 私も農業関係の会議で、三つぐらいに整理して考えたほうがいいのではないかと言っ

てきましたけれども、新規に農業を始める人が一番確実に、農業をしながら生活できる

方法としては、法人に就職すること。次が、自分でやりたいといった場合に、リタイア

した農家の土地とか機械を全部借りるとか買う方法。一番リスクが高い、はっきり言っ

て資金に困って、そのうちやれなくなる可能性が高いのが、それこそ土地がない中で、

土地を借りたり買ったり、機械も借金して始めた、全くゼロから始める新規就農者とい

うのは一番厳しいので、勧められないわけですけれども、農林課のほうもその辺の情報

が入ったり、そういった相談が来ても、そういう方向で相談に乗っているのではないか

と思いますけれども、新規就農者定着化支援事業費補助金の関係で、農業を新たに始め

たいという人に対してどういう対応をしているのか、また、その状況を伺います。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） お答えいたします。 

 農林課のほうに相談に来る、新規就農を目指している方の大半といいますか、ほとん

ど１００％が自分で農業をやりたいという方が多いです。新たにということになります

が、どうしても農家子弟の方が当然農業をしていかなければならないということから、

後継者の相談がありますが、この補助事業自体については、国の補助については、農家

子弟が農業に従事する場合、新規に農業に取り組む方と同等のリスクを負わないと補助

金が出ないというのが根底にあることから、なかなか対象にならないということでござ

います。 

 ただ、町としては、独自に定着化支援ということで、認定新規就農者、認定農業者の
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縮小版の計画でございますが、その認定を受けていただければ、そういう区別なく、定

着化支援ということで、最大年５０万円でございますが、その補助のほうは町として取

組を実施しているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） ７番委員。 

○委員（哘 清悦君） 国も県もですけれども、５年後には４割の人が離農するという

中で、農業法人の数は年々増えて、経営規模も大きくなっているということと。今言っ

たみたいに、農業法人に就職した人は、順調に給料をもらって生活していけているとい

う実態を見て、法人になれば使える事業も用意しています。そういう中で、集落営農的

な農業法人が各集落にあるのが理想かと思っていますけれども、法人化というのが平成

８年頃からいろいろ県のほうも動いていましたけれども、増えてはきていますけれど

も、もっと積極的にそちらも進める必要があるのではないかと思っていますけれども、

その辺りは検討しているのか伺います。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） 法人化の相談というのは、年１回、１農業者程度でござ

いますが、主には、畜産業を営んでいる農業者が将来的に子供たちに継承する場合に、

畜産業の場合ですと、牛１頭当たりの資産価値が高いものですから、贈与税とか相続税

というものを考えたときには、法人化したほうがいいのではないかという近年の動きか

ら、そういうふうに考えている農業者の方が多くいますし、法人化している大半は、畜

産業を営んでいる方が多いということでございます。 

 農業者の方で法人をというのは、消費税の額が大分下がってきましたので、消費税事

業者が当初５,０００万円から、今現在は１,０００万円を超える販売金額からというこ

とで、消費税のことを考えると、もろもろの税金対策も考えながら、安定した経営とい

うことで、法人化ということを考えている方が若干いらっしゃいますが、年１回来るか

来ないかのことでございます。 

 法人化の相談は随時受付しておりますし、農林課で分からない部分も結構ありますの

で、それは県民局と連携しながらやっている状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） ほかに。 

 ２番委員。 

○委員（山本泰二君） 同じ項目のところで、先ほどの１番委員のところも、質問に対

する答弁がよく分からなかったのでもう一度お聞きしたいのですが、農業次世代人材投

資事業費補助金、それと上の新規就農者定着化補助金というのがあるのですけれども、

上のほうは、恐らく新規就農者に対する補助金だと思うのですが、下のほうは、投資事

業と書いてあるので、何か事業を行うことに関する補助なのか、その事業の内容が分か

るようでしたら、まさしくただの就農者に対する補助金なのか、その辺りをお聞かせい
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ただきたい。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） お答えいたします。 

 農業次世代のほうは、国庫の補助事業で、県、町を通して、農業者が新規就農した場

合に出る補助金でございます。上の新規就農者定着化支援というのは、町独自に新規就

農した方に対して補助しているものでございます。 

 国庫のほうは、最大、年間１５０万円、町のほうは、年間最大５０万円の補助の額と

しております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） １番委員。 

○委員（中野正章君） 同じ項目、１５７ページ、農業振興費１８節の負担金補助及び

交付金、上から１、２、３、４、５、七戸川稚魚放流事業費補助金８万円、金額は少な

いのですが、中身はどういうふうになっているのか教えていただきたいと思います。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） お答えいたします。 

 まず、七戸川内水面漁業協同組合が実施している事業でございますが、七戸川に稚魚

を放流します。そして水産資源の維持確保を目的に実施していきながら、幼稚園児、保

育園児等に参加してもらいながら、自然保護の活動も実施していきますという目的で実

施されているものでございます。毎年、七戸川の新川原橋、作田橋、西野橋の周辺で稚

魚を放流しているものでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤田公勇君） １番委員。 

○委員（中野正章君） 私の勘違いだと思いますが、内水面漁協がなくなってもう何十

年にもなると思っていたのです。天間林の部分だと思いますが、七戸は残っていたとい

う捉え方でいいのか確認します。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） 天間地区については、委員おっしゃるとおり、大分前に

解散しております。七戸流域につきましては、令和２年度までは事業を実施しながら

やっておりましたけれども、令和３年度、組合員数等の減少により、県が規定する漁協

の規定にちょっと定数が満たない状況になりつつあって、解散せざるを得ないのかなと

いう相談があります。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に入ります。１６０ページ、６款１項１２目町営牧野管理

費から、１６７ページ、６款２項２目林道維持管理費まで、発言を許します。 
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 １０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君） １６３ページ、６款１項１４目１８節負担金補助及び交付金

のところで、土場川地区経営体育成基盤整備事業費負担金５,７１０万円ほど決算になっ

ているのですが、予算は８,３８２万円とかなり大きい金額を取っていたのですが、決算

とかなり違って、使われていないのですが、これはどういうことでしょうか。 

○委員長（澤田公勇君） 農林課長。 

○農林課長（鳥谷部 勉君） お答えいたします。 

 令和元年度の実績額が約８,４００万円ほどございましたので、大体同等の額の事業が

できるという予定で予算を確保しておりましたが、令和２年度については、県、町の要

望どおりの予算措置がされなかったということで、この額となっております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、１６６ページ、７款１項１目商工総務費から、１７３

ページ、７款１項７目公園管理費まで、発言を許します。 

 ７番委員。 

○委員（哘 清悦君） １６９ページ、７款１項２目１８節で、両商工会に対する補助

金のところに関して伺います。ちょっと道の駅とも関連してくることなのですけれど

も、私が一般質問で道の駅を何回も取り上げていると、やはり町民の中には、哘議員は

道の駅のことだけ考えていて、我々商店のことを考えてくれているのかという気になる

声もあったりして、全く気にしていないということはなくて、むしろ道の駅をライバル

と見るかパートナーにしたいと思うかでかなり違ってくると思っています。大手スー

パーが全国に進出して、各商店街、シャッター街ができる状態の中で、道の駅が大手の

スーパーの本当の近くでかなり奮闘しているということも考えると、私は総会のときで

も、商工会と連携して道の駅をもっと活用できるようにしてはどうかという提案もして

きたりしているのですけれども、そういった意味でも、私は今まで各集落とかにあった

商店が、何とか道の駅を上手に活用して自分の経営を維持していってほしいと思ってい

るので、商工会の活動が、そういった議論でもっと活発になればいいと思っていますけ

れども、町のほうで、そういった議論がされていることは聞いているのかどうか伺いま

す。 

○委員長（澤田公勇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（附田良亮君） お答えいたします。 

 委員がおっしゃるような具体的な議論が行われているかどうかということに関しては

聞いておりません。ただ、基本的には、地域にある小規模事業者の取りまとめ役である

商工会と道の駅、あるいは行政側と連携できる部分については、いつでも連携しましょ

うというのは、今もこれからも変わらないところでございます。 
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 以上です。 

○委員長（澤田公勇君） ほかにございますか。 

 ２番委員。 

○委員（山本泰二君） １７０ページ、１７１ページ、７款１項３目の一番上のところ

です。七戸観光協会事業費補助金ということで１,１００万円ほど出ていますけれども、

この観光協会、一般社団法人ということで事業をされていると思うのですが、令和２年

度の事業内容を御紹介いただければと思います。 

○委員長（澤田公勇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（附田良亮君） お答えいたします。 

 令和２年度における観光協会の事業内容ということですけれども、基本的には、三つ

から四つぐらいの柱で動いております。一つは、公益事業と収益事業というふうに分か

れておりまして、公益事業については、例えば秋祭りの事務局運営であるとか総合案内

所等々の運営ということになります。収益事業につきましては、様々な中で、自分たち

の中で収益につながる部分を、例えばレールバスの中で、こちらが業務委託している部

分に、さらに収益できる部分を加算して事業展開する。家族旅行村の運営に関して、指

定管理者が行っている部分の中で、一部、我々がやったほうがさらにお客さんを呼べる

というようなものを行って、その手数料を頂くというような収益事業、あるいは道の

駅、あるいはローズカントリー等々の関係者と話をして、売上げを伸ばすための関係者

会議、マネジメントの話など、そういったことが事業内容になっております。 

 以上です。 

○委員長（澤田公勇君） ２番委員。 

○委員（山本泰二君） 補助金を出している手前も、収益が上がるような活動をしてい

ただきたいと思います。 

 もう一つ質問です。次が、そのちょっと下のところ、５目の１２節のところになりま

すが、道の駅の駐車場を運営することになったのですけれども、有料化ということで、

委託料なり業務委託という形で、何がしかの予算を使っているわけです。収益の問題で

はないと思いますけれども、一応委託料ということで出費、そして駐車料ということで

収入があると思います。そこの収支のところが分かるようでしたらお知らせいただきた

い。 

○委員長（澤田公勇君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（附田良亮君） お答えいたします。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響があったとはいえ、令和元年度を見

たときの前年比較でいくと約７５％ではありましたが、約３,８００万円程度の駐車料金

があります。ここに掲載してあります様々な警備等々の委託料、数百万円単位のもの

を、駐車場と名前がつくものを合算すると、その差額、約１,０００万円以上は収益のほ

うが上がっているということになります。 
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 以上です。 

○委員長（澤田公勇君） ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 次に、１７２ページ、８款１項１目土木総務費から、１８１

ページ、８款５項２目住宅建設費まで、発言を許します。 

 ５番委員。 

○委員（小坂義貞君） １７６、１７７ページ、８款２項１目１７節、通行止め予告看

板、どこの場所に設置していますか。 

○委員長（澤田公勇君） 建設課長。 

○建設課長（氣田雅之君） お答えいたします。 

 どこの看板ということではないのですが、去年であれば、冬期間に石沢後平線等に設

置しておりました。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） ５番委員。 

○委員（小坂義貞君） どこという、あちこち動かすような看板なのか。 

 通行止めとなれば、七戸インターを下りたらすぐとか、そういう場所に設置するべき

ではないか。 

 もう一つ、みちのく有料道を出て、４号線のあの辺に看板を設置するのが正解かと思

いますが、その辺はどう考えますか。 

○委員長（澤田公勇君） 建設課長。 

○建設課長（氣田雅之君） お答えします。 

 こちら通行止めの看板でございますので、通行止めが発生したときに設置するもので

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） ５番委員。 

○委員（小坂義貞君） ソーラーとは電気、ソーラーシステムの看板ですか。 

○委員長（澤田公勇君） 建設課長。 

○建設課長（氣田雅之君） お答えします。 

 小型のソーラーパネルがついたものでございます。光るタイプのものでございます。 

 以上です。 

○委員長（澤田公勇君） ほかにございませんか。 

 １０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君） １７７ページ、８款２項３目道路整備事業費の１２節委託料

ですが、調査測量設計委託料５,２９７万円決算になっているのですか、予算が７,５０

０万円なのです。なぜこんなに差が出たのか。 

○委員長（澤田公勇君） 建設課長。 
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○建設課長（氣田雅之君） お答えいたします。 

 こちらは橋梁関係のものでございまして、橋梁の調査をしたところ、老朽化したもの

等の調査もしなければならなく、その調査にかかった費用の分を入札等により減額して

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） １０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君） 橋梁の整備というのは、見町の橋のことですか。それとも、

そのほか七戸町の橋梁、どこのことですか。 

○委員長（澤田公勇君） 建設課長。 

○建設課長（氣田雅之君） お答えいたします。 

 橋梁点検ということで、２年度は３５橋調査しております。ほか、先ほど委員おっ

しゃいました見町の橋梁整備工事の積算業務委託ということで、上部工の設計です。も

う二つあるのですが、先ほど橋梁のみ話をいたしましたけれども、道路舗装の定期点検

ということで、２年度は１１０キロしております。そのほか道路構造物点検ということ

で、２５か所、重要構造物を点検しております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） １０番委員。 

○委員（佐々木寿夫君） ３５橋の調査をしたというのは、これは七戸町の橋を直す計

画に基づいてやっているのですか。七戸町の橋を直す計画があって、その関係でやって

いるのですか。 

○委員長（澤田公勇君） 建設課長。 

○建設課長（氣田雅之君） お答えします。 

 今まで橋梁の関係については、補修が必要になったときというふうな形でやっており

ましたけれども、実際に補修が必要になったときというところを、もう少し早い段階で

補修を行いまして、実際に橋が長くもつような形で、早めに処理する。あとは、費用の

平準化というものを考えながら、それを計画する調査でございました。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） １２番委員。 

○委員（三上正二君） 課長、説明おかしくないか。長持ちさせるために予算措置をし

ているのだべ。それで使ったのは大体半分ぐらいなわけだ。調査して計画立てて平準化

して、これはいつ直すという計画を立てるそのための調査費用だべ。それが実際に使わ

れているのは、半分しか使われないで、つじつま合わないのではないか。違うのではな

いか。 

○委員長（澤田公勇君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時０２分 
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○委員長（澤田公勇君） 休憩を取消し、会議を行います。 

 建設課長、答弁。 

○建設課長（氣田雅之君） お答えします。 

 国の補正で、２年度の繰り越しを令和３年度に５,０１０万５,０００円を３年度へ繰

り越ししために５,０００万円減っております。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） １２番委員。 

○委員（三上正二君） 国の方針でか、役場の方針ではなくて。国の方針で５,０００万

円残したという形なのか、そういうふうにとったのだけれども。 

○委員長（澤田公勇君） 建設課長。 

○建設課長（氣田雅之君） 国の追加補正がございまして、それを追加補正で２年度に

補正いたしました。その分をそのまま翌年度に繰り越しということでございます。 

○委員長（澤田公勇君） ほか、よろしいですか。 

 ２番委員。 

○委員（山本泰二君） １８０ページ、１８１ページ、８款５項１目１６節公有財産購

入費１,０００万円、ここの内訳を教えていただきたいと思います。 

○委員長（澤田公勇君） 建設課長。 

○建設課長（氣田雅之君） お答えいたします。 

 この公有財産購入費でございますけれども、風呂釜とか給湯器、暖房用のエアコン等

でございまして、特に昨シーズンはすごく冷えたことによって、住宅の中で長期入居さ

れていない部分がございまして、水は落としたつもりでおりましたが、配管の高さの関

係で、水がたまっていた部分がございまして、風呂釜、給湯器、トイレ等が凍って破損

したためでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） ２番委員。 

○委員（山本泰二君） 町営住宅の修繕という形と見ていいですか。修繕費ではなく購

入費。 

○委員長（澤田公勇君） 建設課長。 

○建設課長（氣田雅之君） お答えいたします。 

 以前、小規模なものは修繕費で行っておりましたが、ほとんど修繕費で行っていまし

たが、支払いの考え方で、大規模な改修になるような部分については、公有財産購入費

に計上するべきということで、公有財産のほうに計上、前は修繕費でやっていたものは

公有財産で計上しておりました。 

 以上でございます。 

○委員長（澤田公勇君） １２番委員。 

○委員（三上正二君） もう１回戻ります。先ほど課長の説明だと、補正で五千何百万
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円来たということになるわけだ。ということは、６月ということになる。それを足し

て、それを令和３年にこれぐらい残したという説明でいいのですよね、もう１回その下

り。 

 要するに五千何ぼのものは、予算からいけば１億円、それを五千万何ぼ残った訳だ。

先ほどの説明では、それをずっと継続的に、すぐ工事はしないけれども、調査しておい

て、資金的な絡みがあるからこうやりたいという説明でしたよね。その国から来た補正

というのはいつ来たのか。 

○委員長（澤田公勇君） 建設課長。 

○建設課長（氣田雅之君） 国の経済対策ということで、２月にお話がございまして、

３月に補正をしております。３月ですので、事業完了の見込みがないということで、３

年度に繰り越している金額でございます。 

 以上です。 

○委員長（澤田公勇君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（澤田公勇君） 以上、本日予定された一般会計決算に対する質疑は全部終了

いたしました。 

 本日は、これをもって散会し、１０日の決算審査特別委員会は午前１０時に開議いた

します。 

 御苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時０９分 


